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○火薬類取締事務の取扱いに関する訓令 

令和７年12月５日 

本部訓令第34号 

火薬類取締事務の取扱いに関する訓令（令和元年徳島県警察本部訓令第５号）の全部を改

正する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 運搬（第２条―第11条） 

第３章 猟銃用火薬類等に関する許可等 

第１節 譲渡及び譲受け（第12条―第16条） 

第２節 輸入（第17条） 

第３節 消費（第18条） 

第４章 立入検査（第19条―第22条） 

第５章 雑則（第23条―第26条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、火薬類取締法（昭和25年法律第149号。以下「法」という。）、火薬

類取締法施行令（昭和25年政令第323号。以下「政令」という。）、火薬類取締法施行規

則（昭和25年通商産業省令第88号）、火薬類の運搬に関する内閣府令（昭和35年総理府

令第65号。以下「府令」という。）、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に

関する内閣府令（昭和41年総理府令第46号。以下「猟用府令」という。）、火薬類取締

法の施行に関する細則（平成20年徳島県公安委員会規則第７号）及び徳島県警察本部長

専決規程（昭和36年徳島県公安委員会規程第１号）に基づき、火薬類取締りに関する事

務（以下「火薬類取締事務」という。）の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

第２章 運搬 

（運搬証明書の交付） 

第２条 署長は、府令第２条に規定する火薬類運搬届及び運搬計画表（以下「計画表」とい

う。）（以下「運搬届等」と総称する。）を受理した場合において、次の各号に掲げる事

項についてその適否を調査し、支障がないと認めるときは、府令第３条に規定する火薬類

運搬証明書（以下「証明書」という。）を届出者に交付するものとする。この場合におい
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て、証明書には、提出を受けた計画表の写しを添付し、徳島県公安委員会公印規則（平成

15年徳島県公安委員会規則第６号）別表に規定する10号印（以下単に「10号印」という。）

で割印し、交付するものとする。 

(1) 運搬届等の記載事項 

(2) 積載車両、積載方法及び運搬方法 

(3) 運搬の日時、運搬の通路、積替え場所及び到着場所 

２ 前項の規定による調査は、運搬の通路、積替え場所又は到着場所（以下「運搬通路等」

という。）が県外であるときは、特に必要があると認める場合のほか、これを行わないこ

とができる。 

（必要な指示） 

第３条 署長は、証明書の交付に当たり、法第19条第２項に規定する指示を行う必要があ

ると認めるときは、その内容を証明書の当該事項欄に記載しなければならない。この場合

においては、あらかじめ生活安全企画課長と協議しなければならない。 

（証明書の交付番号） 

第４条 証明書の交付番号は、所属の略号（徳島県警察公文書管理規程（令和６年徳島県警

察本部訓令第16号）別表第１に規定する所属の略号をいう。）を冠し、暦年ごとに一連

番号を付すものとする。 

（証明書交付の通知） 

第５条 署長は、第２条第１項の規定により証明書を交付したときは、生活安全部長が定め

るところにより速やかに許可事務指導室の長（以下「許可事務指導室長」という。）に通

知（以下「証明書交付の通知」という。）をしなければならない。 

２ 前項の場合において、運搬通路等が他の署の管轄に属するときは、当該運搬通路等を管

轄する署長（次条から第８条までにおいて「運搬通路等管轄署長」という。）に対しても

同様に証明書交付の通知をしなければならない。 

第６条 許可事務指導室長は、前条第１項の規定による証明書交付の通知を受けた場合にお

いて、運搬通路等が県外であるときは、速やかに当該都道府県警察本部において火薬類取

締事務を担当する課に通知しなければならない。ただし、運搬しようとする火薬類の数量

が1,000キログラムに満たないときは、特に必要があると認める場合のほか、これをしな

いことができる。 

２ 許可事務指導室長は、他の都道府県警察本部において火薬類取締事務を担当する課から

証明書交付の通知を受けたときは、速やかに運搬通路等管轄署長に通知しなければならな



3/10 

い。 

（証明書交付の通知等に対する措置） 

第７条 署長は、第５条第２項の規定による証明書交付の通知を受けた場合において、運搬

通路等が火薬類の運搬に関し支障があると認めるときは、速やかにその状況を許可事務指

導室長及び運搬通路等管轄署長に通知しなければならない。 

２ 署長は、許可事務指導室長又は他の署長から火薬類の運搬に関する照会を受けたときは、

必要な調査を行い、その結果を速やかに回答しなければならない。 

（証明書の記載事項の変更の届出に対する措置） 

第８条 署長は、府令第４条に規定する火薬類運搬証明書記載事項変更届（以下この条にお

いて「変更届」という。）を受理した場合において、その内容を調査し、支障がないと認

めたときは、当該変更届の写しを作成し、当該写しの下部欄外の余白に、変更年月日及び

「届出の件を承認する。」と記載するとともに、10号印を押印して交付するものとする。 

２ 署長は、前項の規定により記載事項の変更をしたときは、変更の内容を許可事務指導室

長及び運搬通路等管轄署長に通知しなければならない。 

（証明書の再交付の申請に対する措置） 

第９条 署長は、府令第５条に規定する火薬類運搬証明書再交付申請書（以下この条におい

て「再交付申請書」という。）を受理した場合において、その申請理由等を調査し、支障

がないと認めたときは、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。 

(1) 証明書を交付した署にあっては、新たな証明書の右上部余白に「再（丸で囲む。）」

と朱書して交付すること。 

(2) 前号以外の署にあっては、再交付申請書の写しを作成し、当該写しの下部欄外の余

白に、再交付年月日及び「上記申請のあったことを証明する。」と記載して10号印を

押印するとともに、提出を受けた計画表の写しを届出者に交付する再交付申請書の写し

に添付し、10号印で割印して交付すること。 

（返納証明書の取扱い） 

第10条 署長は、政令第３条の規定により証明書の返納を受けたときは、当該証明書に係

る運搬届等の末尾にこれを添付して整理保存しなければならない。 

２ 返納を受けた証明書が他の署長により交付されたものである場合は、前項の規定にかか

わらず、当該証明書を交付した署長に送付するものとする。 

（運搬に関する指導取締り） 

第11条 火薬類の運搬に関する関係者の指導取締りは、次の各号に掲げるところにより行
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うものとする。 

(1) 証明書を交付した署長は、運搬車両の出発前に当該運搬が府令第３章に規定する技

術上の基準に適合しているかどうかを確認すること。 

(2) 他の都道府県から車両で県内に運搬されるものにあっては運搬車両の立寄場所に指

定された署、鉄道又は船舶によるものにあっては到着駅、荷揚港その他の特に必要があ

ると認められる場所において、前号に準じて確認すること。 

(3) 車両を停止させて指導取締りを行うときは、危害防止に留意し安全な場所を選ぶこ

と。 

第３章 猟銃用火薬類等に関する許可等 

第１節 譲渡及び譲受け 

（譲渡許可申請書の受理） 

第12条 署長は、猟用府令第２条に規定する猟銃用火薬類等譲渡許可申請書（以下この条

において「譲渡許可申請書」という。）を受理した場合において、猟銃用火薬類等譲渡許

可申請に関する調査報告書（別記様式第１号）により調査し、支障がないと認めたときは、

猟用府令第５条第１項に規定する猟銃用火薬類等譲渡許可証（以下この条において「許可

証」という。）を交付するものとする。 

２ 署長は、前項の規定により許可証を交付したときは、当該許可証に係る譲渡許可申請書

の正本を許可台帳として整理保存するとともに、その写しを作成し、猟銃用火薬類等許可

等報告書（別記様式第２号。以下「許可等報告書」という。）に添付して許可事務指導室

長に送付しなければならない。 

（譲受許可申請書の受理） 

第13条 署長は、猟用府令第３条に規定する猟銃用火薬類等譲受許可申請書（以下この条

において「譲受許可申請書」という。）を受理した場合において、猟銃用火薬類等譲受許

可申請に関する調査報告書（別記様式第３号）により調査し、支障がないと認めたときは、

猟用府令第５条第１項に規定する猟銃用火薬類等譲受許可証（以下この条において「許可

証」という。）を交付するものとする。 

２ 署長は、前項の規定により許可証を交付したときは、当該許可証に係る譲受許可申請書

の正本を許可台帳として整理保存するとともに、その写しを作成し、許可等報告書に添付

して許可事務指導室長に送付しなければならない。 

（譲渡許可証等の書換申請書の受理） 

第14条 署長は、猟用府令第６条に規定する猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証書換申請書
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（以下この条において「書換申請書」という。）を受理した場合において、その変更事項

を調査し、事実に相違がないと認めたときは、当該猟銃用火薬類等譲渡許可証又は猟銃用

火薬類等譲受許可証（以下「譲渡許可証等」という。）の変更に係る事項に二重線を引い

て10号印を押印した上で、その上部に変更事項を記載して交付するものとする。 

２ 署長は、書換申請書の正本は当該書換申請書に係る譲渡許可証等の許可台帳の末尾に添

付して整理するとともに、当該書換申請書の写しを作成し、許可等報告書に添付して許可

事務指導室長に送付しなければならない。 

３ 書換申請書の提出は、事務処理上支障がある場合を除き、郵便等により行うことができ

るものとする。この場合においては、書留扱いにするなど、配達の記録が確認できる方法

にするよう求めるものとする。 

（譲渡許可証等の再交付申請書の受理） 

第15条 署長は、猟用府令第７条に規定する猟銃用火薬類等譲渡（受）許可証再交付申請

書（以下この条において「再交付申請書」という。）を受理した場合において、その理由

等を調査し、事実に相違がないと認めたときは、譲渡許可証等の再交付を行うものとする。 

２ 前項の規定により再交付する譲渡許可証等の交付年月日及び許可番号は、再交付する前

の譲渡許可証等の交付年月日及び許可番号とし、譲渡許可証等の下部欄外の余白に再交付

の年月日及び再交付をした旨を朱書するものとする。この場合において、再交付の理由が

盗難又は亡失に係るものであるときは、必要な手配をしなければならない。 

３ 署長は、再交付申請書の正本は当該再交付申請書に係る譲渡許可証等の許可台帳の末尾

に添付して整理するとともに、当該再交付申請書の写しを作成し、許可等報告書に添付し

て許可事務指導室長に送付しなければならない。 

（譲渡許可証等の継続記載欄追加届出の受理） 

第16条 署長は、猟用府令第８条に規定する譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の

譲渡人記載欄の追加届出を受理した場合において、当該譲渡許可証等の当該記載欄を調査

し、事実に相違がないと認めたときは、当該譲渡許可証等の当該記載欄の継続記載に必要

な用紙を交付するものとする。 

第２節 輸入 

（輸入許可申請書の受理） 

第17条 署長は、猟用府令第９条に規定する猟銃用火薬類等輸入許可申請書（以下この条

において「輸入許可申請書」という。）を受理した場合において、猟銃用火薬類等輸入許

可申請に関する調査報告書（別記様式第４号）により調査し、支障がないと認めたときは、
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輸入を許可するものとする。 

２ 前項の規定による許可を行った署長は、輸入許可申請書の写しを２部作成し、そのうち

１部の下部欄外の余白に、許可年月日及び「申請の件を許可する。」と記載するとともに、

10号印を押印したものを輸入許可書として交付するものとする。この場合において、当

該輸入許可申請書の正本を許可台帳として整理保存するとともに、輸入許可申請書の写し

のもう１部は、許可等報告書に添付して許可事務指導室長に送付しなければならない。 

３ 署長は、第１項の規定による許可をした後、許可を受けた者から猟用府令第９条第４項

に規定する猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届（以下この条において「輸入許可書

変更届」という。）を受理した場合において、当該変更事項について調査し、事実に相違

がないと認めたときは、当該輸入許可書の変更に係る事項に二重線を引いて10号印を押

印した上で、その上部に変更事項を記載して交付するとともに、許可台帳を整理するもの

とする。 

４ 前３項の規定による処理をしたときは、その状況を当該輸入に係る火薬類を貯蔵又は保

管する場所を管轄する署長に通報するとともに、当該輸入許可書変更届の写しを作成し、

許可等報告書に添付して許可事務指導室長に送付しなければならない。 

第３節 消費 

（消費許可申請書の受理） 

第18条 署長は、猟用府令第11条第１項に規定する猟銃用火薬類等消費許可申請書（以下

この条において「消費許可申請書」という。）を受理した場合において、その理由等を調

査し、事実に相違がないと認めたときは、消費を許可するものとする。 

２ 前条第２項の規定は、消費の許可の申請について準用する。この場合において、「輸入

許可申請書」とあるのは「消費許可申請書」と、「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」

と読み替えるものとする。 

３ 前条第３項の規定は、消費許可書の記載事項の変更について準用する。この場合におい

て、「猟用府令第９条第４項に規定する猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届（以下

この条において「輸入許可書変更届」という。）」とあるのは「猟用府令第11条第２項

に規定する猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届（以下この条において「消費許可書

変更届」という。）」と、「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と読み替えるものと

する。 

４ 前３項の規定による処理をしたときは、その状況を消費地を管轄する署長に通報すると

ともに、当該消費許可書変更届の写しを作成し、許可等報告書に添付して許可事務指導室
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長に送付しなければならない。 

第４章 立入検査 

（立入検査を行う者の指定） 

第19条 生活安全企画課長及び署長（以下「生活安全企画課長等」という。）は、次の各

号に掲げる職員のうちから立入検査を行う者（以下「指定職員」という。）を指定するも

のとする。 

(1) 生活安全企画課長による指定 

ア 生活安全企画課において火薬類取締事務を担当する職員 

イ アに掲げる者のほか、特に必要と認める者 

(2) 署長による指定 

ア 署の生活安全課において火薬類取締事務を担当する職員 

イ アに掲げる者のほか、特に必要と認める者 

（指定の方法） 

第20条 生活安全企画課長等は、指定職員を指定したとき、又は当該指定を取り消したと

きは、その都度、火薬類立入検査実施指定職員台帳（別記様式第５号）に所定事項を記載

し、整理しておかなければならない。 

（立入検査の基準） 

第21条 指定職員の行う立入検査は、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(1) 定期立入検査 

生活安全部長が指示する県下一斉検査 年１回以上 

(2) 臨時立入検査 

ア 新たに火薬類の取扱いを伴う事業等を開始した場合 

イ 火薬類に関する事故発生の直後又は一つの火薬類製造所、火薬類販売所、火薬庫、

火薬庫外において火薬類を貯蔵している設備・建築物等、火薬類消費場所若しくは火

薬類廃棄場所（以下この条において「火薬類取扱場所」という。）で事故が発生し、

他の火薬類取扱場所において同様の事故が発生することが予想される場合 

ウ 他の監督行政庁が行う立入検査と併せて行う必要があると認める場合 

エ 定期立入検査又は臨時立入検査において法令違反が発見されたものについて、その

後の状況を見るために行う場合 

オ 前各号に掲げるもののほか、災害の発生を防止するために必要がある場合 

（立入検査の細目的事項） 
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第22条 立入検査は、この章に定めるもののほか、生活安全部長が定めるところにより行

うものとする。 

第５章 雑則 

（災害発生時の措置） 

第23条 署長は、火薬類による災害事故の発生を知ったときは、応急の措置を講ずるとと

もに、生活安全部長が定める様式により許可事務指導室長に報告すること。 

（火薬類等の事故届等に対する措置） 

第24条 署長は、法第46条第１項第２号の規定による届出を受理したときは、その事実を

調査し、必要な手配その他の措置を行わなければならない。 

（公安委員会の意見） 

第25条 生活安全部長は、法第52条第１項の規定により、知事から公安委員会の意見を求

める文書を受理したときは、消費地を管轄する署長に対してその内容を通知するものとす

る。 

２ 署長は、前項の規定による通知を受けた場合は、知事からの意見の求めに係る許可につ

いて関係所属における意見を調査した上で、その結果を生活安全企画課長を経由して生活

安全部長に報告するものとする。 

３ 生活安全部長は、前項の規定による報告を受けた場合は、その結果を知事に対して回答

するものとする。 

（措置の要請） 

第26条 生活安全企画課長等は、法第52条第４項の規定による措置の要請をする必要があ

ると認めるときは、その概要を生活安全部長に報告しなければならない。 

２ 生活安全部長は、前項の規定による報告を受けた場合において、公共の安全の維持のた

め特に必要があると認めるときは、知事に対して必要な措置を執るべきことを要請するも

のとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和７年12月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令に規定する様式に相当する改正前の火薬類取締事務の取扱いに関する訓令に

規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとす

る。 
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（徳島県警察事務専決規程の一部改正） 

３ 徳島県警察事務専決規程（昭和46年徳島県警察本部訓令第18号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 
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※ 別記様式省略 


